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ＡＮＡホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）は、2023年 7月 10日に、日本

貨物航空株式会社（以下「NCA」といいます。）との間で株式交換契約書（2023年 9月 26日、2024

年 1 月 25 日、2024 年 3月 22 日、2024 年 6 月 10日、2025 年 3 月 21 日及び 2025 年 4 月 25 日に

NCAとの間で締結した株式交換契約変更契約書による変更を含み、以下「本株式交換契約」といい

ます。）を締結し、本株式交換契約に基づき、2025年 5月 23日を効力発生日として、当社を株式

交換完全親会社とし、NCA を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいま

す。）を実施することに関して、2023年 7月 21日付で会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則

第 193条に定める事前開示事項を記載した書面（2023年 8月 25日、2023年 9月 26日、2024年 1

月 25日付、2024年 3月 22日付、2024年 6月 10日付、2025年 2月 25日付、2025年 3月 21日付

及び 2025年 4月 25日付の当該事前開示事項の変更を記載した書面を含みます。）を備置しており

ますが、今般、当社及び NCA の間において本株式交換の効力発生日の変更に係る株式交換契約変

更契約書（以下「本変更契約」といいます。）を締結したこと等に伴い、当該事前開示事項に変更

が生じました。また、2025年 5月 16日、NCAの取締役会において計算書類を承認する決議が行わ

れ、NCA の最終事業年度が 2025 年 3 月期となったことにより、NCA の最終事業年度に係る計算書

類等の内容に変更が生じました。 

つきましては、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条第 6 号に基づき、下記のと

おり変更後の事項を記載した書面を備置いたします。 

 

 



 

変更事項 

 

1．「株式交換契約の内容（会社法第794条第1項）」の変更（変更箇所は下線で表示してお

ります。） 

 

【変更前】 

別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株式交換

契約変更契約②）、別紙1-4（株式交換契約変更契約③）、別紙1-5（株式交換契約

変更契約④）、別紙1-6（株式交換契約変更契約⑤）及び別紙1-7（株式交換契約変

更契約⑥）をご参照ください。 

 

【変更後】 

別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株式交換

契約変更契約②）、別紙1-4（株式交換契約変更契約③）、別紙1-5（株式交換契約

変更契約④）、別紙1-6（株式交換契約変更契約⑤）、別紙1-7（株式交換契約変更

契約⑥）及び別紙1-8（株式交換契約変更契約⑦）をご参照ください。 

 

2．「株式交換完全子会社についての事項（会社法施行規則第193条第3号）」の変更（変更

箇所は下線で表示しております。） 

 

【変更前】 

(3)最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

① 株式交換契約の締結 

NCAは、2023年7月10日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、

NCAを株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式

交換契約を締結し、その後、2023年9月26日付株式交換契約変更契約、2024年1月

25日付株式交換契約変更契約、2024年3月22日付株式交換契約変更契約、2024年6

月10日付株式交換契約変更契約、2025年3月21日付株式交換契約変更契約及び2025

年4月25日付株式交換契約変更契約を締結いたしました。当該株式交換契約の内容

は別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株

式交換契約変更契約②）、別紙1-4（株式交換契約変更契約③）、別紙1-5（株式交

換契約変更契約④）、別紙1-6（株式交換契約変更契約⑤）及び別紙1-7（株式交換

契約変更契約⑥）をご参照ください。 



 

② 自己株式の消却 

NCAは、2023年8月25日開催の取締役会の決議により、同日付で、NCAが自己株式と

して有する全部取得条項付種類株式の全部（7億9097万3000株）を消却いたしまし

た。 

 

【変更後】 

(3)最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

① 株式交換契約の締結 

NCAは、2023年7月10日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、

NCAを株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式

交換契約を締結し、その後、2023年9月26日付株式交換契約変更契約、2024年1月

25日付株式交換契約変更契約、2024年3月22日付株式交換契約変更契約、2024年6

月10日付株式交換契約変更契約、2025年3月21日付株式交換契約変更契約、2025年

4月25日付株式交換契約変更契約及び2025年5月19日付株式交換契約変更契約を締

結いたしました。当該株式交換契約の内容は別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2

（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株式交換契約変更契約②）、別紙1-4（株

式交換契約変更契約③）、別紙1-5（株式交換契約変更契約④）、別紙1-6（株式交

換契約変更契約⑤）、別紙1-7（株式交換契約変更契約⑥）及び別紙1-8（株式交換

契約変更契約⑦）をご参照ください。 

 

② 自己株式の消却 

NCAは、2023年8月25日開催の取締役会の決議により、同日付で、NCAが自己株式と

して有する全部取得条項付種類株式の全部（7億9097万3000株）を消却いたしまし

た。 

 

3．「株式交換完全親会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大

な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則

第193条第4号イ）」の変更（変更箇所は下線で表示しております。） 

 

【変更前】 

① 株式交換契約の締結 

当社は、2023年7月10日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、

NCAを株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式



交換契約を締結し、その後、2023年9月26日付株式交換契約変更契約、2024年1月

25日付株式交換契約変更契約、2024年3月22日付株式交換契約変更契約、2024年6

月10日付株式交換契約変更契約、2025年3月21日付株式交換契約変更契約及び2025

年4月25日付株式交換契約変更契約を締結いたしました。当該株式交換契約の内容

は別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株

式交換契約変更契約②）、別紙1-4（株式交換契約変更契約③））、別紙1-5（株式

交換契約変更契約④）、別紙1-6（株式交換契約変更契約⑤）及び別紙1-7（株式交

換契約変更契約⑥）をご参照ください。 

 

② 固定資産の取得 

当社は、2025年2月25日開催の取締役会において、当社グループ航空事業における

中長期の持続的な成長に必要な国際線機材、将来的な事業環境変化に機動的に対

応する国内線機材及び事業戦略上必要となる更新機材の安定的な確保のため、航

空機の発注を決議いたしました。取得予定の航空機の内容及び受領時期は以下の

とおりです。 

 

 資産の内容 カタログ価格 受領時期 

（ア） 
ボーイング 787-9 型機： 18機 

（全機確定発注） 
約 10,420 億円 2028 年度～2031 年度 

（イ） 
ボーイング 737-8 型機： 12機 

（うち確定発注 8 機、オプション 4 機） 
約 2,860 億円 2029 年度～2033 年度 

（ウ） 
エアバス A321neo 型機： 24機 

（全機確定発注） 
約 5,040 億円 2030 年度～2032 年度 

（エ） 
エアバス A321XLR 型機： 3 機 

（全機確定発注） 
約 770 億円 2032 年度 

（オ） 
エンブラエル E190-E2 型機： 20 機 

（うち確定発注 15 機、オプション 5 機） 
約 2,490 億円 2028 年度～2032 年度 

※為替レート：１米㌦＝155円にて算出。プライスエスカレーションは含まない。 

※エアバス A321neo型機 24機のうち 14機についてはエンジンを選定中のため、カ

タログ価格にエンジンは含まない。その他の機体のカタログ価格にはエンジンを含

む。 

 

【変更後】 

① 株式交換契約の締結 

当社は、2023年7月10日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、

NCAを株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式



交換契約を締結し、その後、2023年9月26日付株式交換契約変更契約、2024年1月

25日付株式交換契約変更契約、2024年3月22日付株式交換契約変更契約、2024年6

月10日付株式交換契約変更契約、2025年3月21日付株式交換契約変更契約、2025年

4月25日付株式交換契約変更契約及び2025年5月19日付株式交換契約変更契約を締

結いたしました。当該株式交換契約の内容は別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2

（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株式交換契約変更契約②）、別紙1-4（株

式交換契約変更契約③））、別紙1-5（株式交換契約変更契約④）、別紙1-6（株式

交換契約変更契約⑤）、別紙1-7（株式交換契約変更契約⑥）及び別紙1-8（株式交

換契約変更契約⑦）をご参照ください。 

 

② 固定資産の取得 

当社は、2025年2月25日開催の取締役会において、当社グループ航空事業における

中長期の持続的な成長に必要な国際線機材、将来的な事業環境変化に機動的に対

応する国内線機材及び事業戦略上必要となる更新機材の安定的な確保のため、航

空機の発注を決議いたしました。取得予定の航空機の内容及び受領時期は以下の

とおりです。 

 

 資産の内容 カタログ価格 受領時期 

（ア） 
ボーイング 787-9 型機： 18機 

（全機確定発注） 
約 10,420 億円 2028 年度～2031 年度 

（イ） 
ボーイング 737-8 型機： 12機 

（うち確定発注 8 機、オプション 4 機） 
約 2,860 億円 2029 年度～2033 年度 

（ウ） 
エアバス A321neo 型機： 24機 

（全機確定発注） 
約 5,040 億円 2030 年度～2032 年度 

（エ） 
エアバス A321XLR 型機： 3 機 

（全機確定発注） 
約 770 億円 2032 年度 

（オ） 
エンブラエル E190-E2 型機： 20 機 

（うち確定発注 15 機、オプション 5 機） 
約 2,490 億円 2028 年度～2032 年度 

※為替レート：１米㌦＝155円にて算出。プライスエスカレーションは含まない。 

※エアバス A321neo型機 24機のうち 14機についてはエンジンを選定中のため、カ

タログ価格にエンジンは含まない。その他の機体のカタログ価格にはエンジンを含

む。 

 

4．株式交換完全子会社についての事項（会社法施行規則第193条第3号）の変更 

 

(1)最終事業年度に係る計算書類等の内容 



別紙3をご参照ください。 

以上 



別紙 1-1 

株式交換契約 

次ページをご参照ください。 



株式交換契約書 

ANA ホールディングス株式会社（以下「ANAHD」という。）及び日本貨物航空株式会社（以下

「NCA」という。）は、2023年 7月 10日（以下「本株式交換契約締結日」という。）付で、以下の

とおり合意し、株式交換契約（以下「本株式交換契約」という。）を締結する。 

第 1条（株式交換） 

NCAは、本株式交換契約の定めるところに従い、ANAHDを株式交換完全親会社、NCAを株

式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、ANAHDは、本株式

交換により、NCAの発行済株式の全部を取得する。 

第 2条（当事会社の商号及び住所） 

ANAHD及び NCAの商号及び住所は以下のとおりである。 

ANAHD： （商号）ANAホールディングス株式会社 

（住所）東京都港区東新橋一丁目 5番 2号 

NCA： （商号）日本貨物航空株式会社 

（住所）東京都港区浜松町一丁目 18番 16号 

第 3条（株式交換対価） 

1. ANAHDは、本株式交換に際して、本効力発生日（第 5条において定義する。以下同じ。）の

前日の最終の NCAの株主名簿に記載又は記録された第二種株式を保有する NCAの株主（以

下「本割当対象株主」という。）に対して、NCAの第二種株式に代わり、その保有する NCA

の第二種株式の株式の数の合計数に 0.009815を乗じて得た数のANAHDの普通株式を交付す

る。但し、本効力発生日までに、NCA の第二種株式が全て普通株式に変更された場合には、

NCAの普通株式を保有する株主に対して、NCAの普通株式に代わり、その保有する NCAの

普通株式の株式の数の合計数に 0.009815 を乗じて得た数の ANAHD の普通株式を交付する。 

2. ANAHDは、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その保有する NCAの第二種株式

1 株につき、ANAHD の普通株式 0.009815 株の割合をもって、ANAHD の普通株式を割り当

てる。但し、本効力発生日までに、NCAの第二種株式が全て普通株式に変更された場合には、

その保有する NCAの普通株式 1株につき、ANAHDの普通株式 0.009815株の割合をもって、

ANAHDの普通株式を割り当てる。

3. ANAHD は、本株式交換に際して、NCA の全部取得条項付種類株式の株主に対し、ANAHD

の普通株式の割当てをしないこととする。なお、当該全部取得条項付種類株式は、第 6 条に

基づき、本効力発生日の前日までに全て消却される予定である。

4. 本割当対象株主に対して割り当てるべき ANAHD の普通株式の数に、1 に満たない端数があ

る場合には、ANAHDは、会社法第 234条その他の関係法令の規定に従って処理する。

第 4条（資本金及び準備金の額） 

本株式交換により増加する ANAHD の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条の規

定に従い ANAHDが定める金額とする。 

第 5条（効力発生日） 

本株式交換の効力発生日は、2023年 10月 1日（以下「本効力発生日」という。）とする。但

し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、ANAHD及びNCA

は、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。 



第 6条（自己株式の消却） 

NCAは、本効力発生日の前日までに開催される取締役会の決議により、その保有する自己株

式の全部を本効力発生日の前日までに消却する。 

 

第 7条（承認手続） 

1. ANAHD は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本株式交換契約について株主総会の

決議による承認を受けることなく本株式交換を行う。但し、会社法第 796条第 3項の所定の

期間内に同項及び会社法施行規則第 197 条の定めに従った一定数以上の株式を有する株主か

ら株式交換に反対する旨の通知があった場合、ANAHDは、会社法第 796条第 3項に基づき、

株主総会の決議による本株式交換契約の承認を求める。 

2. NCAは、本効力発生日の前日までに、株主総会の決議による本株式交換契約の承認を求める。 

 

第 8条（契約の変更及び解除） 

本株式交換契約締結日から本効力発生日に至るまでの間において、本株式交換の実行に重大

な支障となる事態又はその実行を著しく困難にする事態が生じた場合、ANAHD及び NCAは、

合意の上で、本株式交換契約の内容を変更し又は本株式交換契約を解除することができる。 

 

第 9条（契約の効力） 

本株式交換契約は、以下の場合にその効力を失う。 

(1) ANAHD及び NCAが合意した場合 

(2) NCAにおいて、本効力発生日の前日までに必要な株主総会の承認が得られない場合 

(3) 国内外の法令に基づき本株式交換を実行するために本効力発生日に先立って取得する

ことが必要な関係官庁等の承認等が得られない場合（適用ある国内外の競争法に基づき

本株式交換に関して行うことが必要となる届出が本効力発生日の前日までに受理され

ない場合及び当該届出に係る措置期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合を

含む。） 

 

第 10条（協議事項） 

本株式交換契約に定めのない事項については、本株式交換契約の趣旨に従い、ANAHD 及び

NCAが誠実に協議の上、これを決する。 

 

第 11条（準拠法及び合意管轄） 

1. 本株式交換契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 

2. 本株式交換契約に起因又は関連して生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

[以下余白] 



本株式交換契約の締結を証するため、ANAHD及び NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記
名捺印の上、各 1通を保有する。

2023年 7月 10日

ANAHD:

東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号

ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 治二

3





別紙 1-2 

株式交換契約変更契約① 

 

次ページをご参照ください。 

  





以上の合意を証するため、ANAHD及び NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記名捺
印の上、各 1通を保有する。

2023年 9月 26日

ANAHD:

東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号
ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 浩二

2





別紙 1-3 

株式交換契約変更契約② 

 

次ページをご参照ください。 

  



株式交換契約変更契約書

ANAホールディングス株式会社 (以下「ANAHD」 という。)及び日本貨物航空株式会社
(以下「NCA」 という。)は、ANAHD及びNCAの間で 2023年 7月 10日 付で締結した株
式交換契約書 (2023年 9月 26日 付株式交換契約変更契約書による変更を含み、以下「原契

約」という。)を変更することについて、2024年 1月 25日 (以下「本契約締結日」とい
う。)付で、以下のとおり、株式交換契約変更契約書 (以下「本契約」という。)を締結
する。なお、本契約において使用される用語は、別途本契約で定義される場合を除き、原

契約において定義される意義を有するものとする。

第 1条 (効力発生日の変更)
ANAHD及びNCAは、原契約第 5条を以下のとおり変更する (下線部は変更箇所を示
す。)。

(変更前)

本株式交換の効力発生日は、2024年 2月 1日 (以下「本効力発生日」という。)とす
る。但 し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、
ANAHD及 び NCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができるc

(変更後 )

本株式交換の効力発生日は、2024年 4月 1日 (以下「本効力発生日」という。)とす
る。但 し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、
ANAHD及び NCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

第 2条 (本契約の効力)
本契約による変更の効力は、本契約締結と同時に、将来に向かつて発生する。

第 3条 (原契約のその他の規定の効力)
ANAHD及び NCAは、本契約に定めるものを除き、原契約のいかなる規定も変更され
るものではなく、原契約が引き続き完全な効力を有することを確認する。

第 4条 (準用 )

本契約には、原契約第 8条乃至第 11条の規定を準用する。

[以下余白]



以上の合意を証するため、ANAHD及び NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記名捺印の
上、各 1通を保有する。

2024年 1月 25日

ANAHD:
東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号

ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 浩二

2





別紙 1-4 

株式交換契約変更契約③ 

 

次ページをご参照ください。 

 



株式交換契約変更契約書

ANAホールディングス株式会社 (以下 「ANAHD」 という。)及び日本貨物航空株式会社
(以下「NCA」 という。)は、ANAHD及びNCAの間で 2023年 7月 10日 付で締結した株
式交換契約書 (①2023年 9月 26日 付株式交換契約変更契約書及び②2024年 1月 25日 付株

式交換契約変更契約書による変更を含み、以下 「原契約」という。)を変更することにつ
いて、2024年 3月 22日 (以下 「本契約締結日Jと いう。)付で、以下のとおり、株式交換
契約変更契約書 (以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において使用され
る用語は、別途本契約で定義される場合を除き、原契約において定義される意義を有する

ものとする。

第 1条 (効力発生日の変更)

ANAHD及び NCAは、原契約第 5条を以下のとおり変更する (下線部は変更箇所を示
す。)。

(変更前)

本株式交換の効力発生日は、2024年 4月 1日 (以下 「本効力発生日」という。)とす

る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAHD及びNCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

(変更後)

本株式交換の効力発生日は、2024年 7月 1日 (以下「本効力発生日」という。)と す

る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAHD及びNCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

第 2条 (本契約の効力)
本契約による変更の効力は、本契約締結と同時に、将来に向かつて発生する。

第 3条 (原契約のその他の規定の効力)
ANAHD及び NCAは、本契約に定めるものを除き、原契約のいかなる規定も変更され
るものではなく、原契約が引き続き完全な効力を有することを確認する。

第 4条 (準用)

本契約には、原契約第 8条乃至第 H条の規定を準用する。

[以下余白]



以上の合意を証するため、ANAHD及び NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記名捺印の
上、各 1通を保有する。

2024年 3月 22日

ANAHD:

東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号

ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 浩二

2





別紙 1-5 

株式交換契約変更契約④ 

 

次ページをご参照ください。 

 



1 

株式交換契約変更契約書 

ANA ホールディングス株式会社（以下「ANAHD」という。）及び日本貨物航空株式会社

（以下「NCA」という。）は、ANAHD及び NCAの間で 2023年 7月 10日付で締結した株

式交換契約書（①2023年 9月 26日付株式交換契約変更契約書、②2024年 1月 25日付株式

交換契約変更契約書及び③2024年 3月 22日付株式交換契約変更契約書による変更を含み、

以下「原契約」という。）を変更することについて、2024年 6月 10日（以下「本契約締結

日」という。）付で、以下のとおり、株式交換契約変更契約書（以下「本契約」という。）

を締結する。なお、本契約において使用される用語は、別途本契約で定義される場合を除

き、原契約において定義される意義を有するものとする。 

第 1条（効力発生日の変更） 

ANAHD 及び NCAは、原契約第 5条を以下のとおり変更する（下線部は変更箇所を示

す。）。 

（変更前） 

本株式交換の効力発生日は、2024 年 7 月 1 日（以下「本効力発生日」という。）とす

る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAHD及び NCA は、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。 

（変更後） 

本株式交換の効力発生日は、2025年 3月 31日（以下「本効力発生日」という。）とす

る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAHD及び NCA は、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。 

第 2条（本契約の効力） 

本契約による変更の効力は、本契約締結と同時に、将来に向かって発生する。 

第 3条（原契約のその他の規定の効力） 

ANAHD 及び NCA は、本契約に定めるものを除き、原契約のいかなる規定も変更され

るものではなく、原契約が引き続き完全な効力を有することを確認する。 

第 4条（準用） 

本契約には、原契約第 8条乃至第 11条の規定を準用する。 

[以下余白] 



以上の合意を証するため、ANAHD及び NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記名捺印の
上、各 1通を保有する。

2024年 6月 10日

ANAHD:
東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号
ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 治二

2





別紙 1-6 

株式交換契約変更契約⑤ 

 

次ページ以降をご参照ください。 

  



株式交換契約変更契約書

ANAホールディングス株式会社 (以下 「ANAHD」 という。)及び日本貨物航空株式会社
(以下「NCA」 という。)は、ANAHD及びNCAの間で 2023年 7月 10日 付で締結した株
式交換契約書 (①2023年 9月 26日付株式交換契約変更契約書、②2024年 1月 25日付株式

交換契約変更契約書、③2024年 3月 22日 付株式交換契約変更契約書及び④2024年 6月 10

日付株式交換契約変更契約書による変更を含み、以下「原契約」という。)を変更するこ

とについて、2025年 3月 21日 (以下「本契約締結日」という。)付で、以下のとおり、株
式交換契約変更契約書 (以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において使
用される用語は、別途本契約で定義される場合を除き、原契約において定義される意義を

有するものとする。

第 1条 (効力発生日の変更)

ANAHD及びNCAは、原契約第 5条を以下のとおり変更する (下線部は変更箇所を示
す。)。

(変更前)

本株式交換の効力発生日は、2025年 3月 31日 (以下「本効力発生日」という。)とす
る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAHD及び NCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

(変更後 )

本株式交換の効力発生回は、2025年 5月 1日 (以下「本効力発生日」という。)とす
る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAHD及び NCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

第 2条 (本契約の効力 )

本契約による変更の効力は、本契約締結と同時に、将来に向かつて発生する。

第 3条 (原契約のその他の規定の効力)
ANAHD及びNCAは、本契約に定めるものを除き、原契約のいかなる規定も変更され
るものではなく、原契約が引き続き完全な効力を有することを確認する。

第 4条 (準用)

本契約には、原契約第 8条乃至第 H条の規定を準用する。

[以下余白]



以上の合意を証するため、ANAHD及び NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記名捺印の
上、各 1通を保有する。      ヽ`

2025年 3月 21日

ANAHD:
東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号

ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 浩二

2





別紙 1-7 

株式交換契約変更契約⑥ 

 

次ページ以降をご参照ください。 

  



株式交換契約変更契約書

ANAホールディングス株式会社 (以下「ANAIID」 という。)及び日本貨物航空株式会社
(以下「NCA」 という。)は、ANAHD及び NCAの間で 2023年 7月 10日付で締結した株
式交換契約書 (①2023年 9月 26日 付株式交換契約変更契約書、②2024年 1月 25日 付株式

交換契約変更契約書、③2024年 3月 22日 付株式交換契約変更契約書、④2024年 6月 10日

付株式交換契約変更契約書及び⑤2025年 3月 21日 付株式交換契約変更契約書による変更を

含み、以下「原契約」という。)を変更することについて、2025年 4月 25日 (以下「本契
約締結日」という。)付で、以下のとおり、株式交換契約変更契約書 (以下「本契約」と
いう。)を締結する。なお、本契約において使用される用語は、別途本契約で定義される
場合を除き、原契約において定義される意義を有するものとする。

第 1条 (効力発生日の変更)
ANAHD及びNCAは、原契約第 5条を以下のとおり変更する (下線部は変更箇所を示
す。)。

(変更前)

本株式交換の効力発生日は、2025年 5月 1日 (以下「本効力発生日」という。)と す
る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAIID及びNCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

(変更後)

本株式交換の効力発生日は、2025年 5月 23日 (以下「本効力発生日」という。)と す
る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAIID及びNCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

第 2条 (本契約の効力)

本契約による変更の効力は、本契約締結と同時に、将来に向かつて発生する。

第 3条 (原契約のその他の規定の効力)
ANAIID及びNCAは、本契約に定めるものを除き、原契約のいかなる規定も変更され
るものではなく、原契約が引き続き完全な効力を有することを確認する。

第 4条 (準用 )

本契約には、原契約第 8条乃至第 H条の規定を準用する。

[以下余白]



以上の合意を証するため、ANAHD及び NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記名捺印の
上、各1通を保有する。

2025年 4月 25日

ANAHD:
東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号

ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田浩二

2





別紙 1-8 

株式交換契約変更契約⑦ 

 

次ページ以降をご参照ください。 

  



株式交換契約変更契約書

ANAホールディングス株式会社 (以下「ANAHD」 という。)及び日本貨物航空株式会社
(以下「NCA」 という。)は、ANAHD及びNCAの 間で 2023年 7月 10日付で締結した株
式交換契約書 (①2023年 9月 26日 付株式交換契約変更契約書、②2024年 1月 25日 付株式

交換契約変更契約書、⑥2024年 3月 22日 付株式交換契約変更契約書、④2024年 6月 10日

付株式交換契約変更契約書、⑤2025年 3月 21日 付株式交換契約変更契約書及び⑥2025年

4月 25日 付株式交換契約変更契約書による変更を含み、以下「原契約」という。)を変更
することについて、2025年 5月 19日 (以下「本契約締結日」という。)付で、以下のとお
り、株式交換契約変更契約書 (以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約にお
いて使用される用語は、別途本契約で定義される場合を除き、原契約において定義される

意義を有するものとする。

第 1条 (効力発生日の変更)

ANAIID及びNCAは、原契約第 5条を以下のとおり変更する (下線部は変更箇所を示
す。)。

(変更前)

本株式交換の効力発生日は、2025年 5月 23日 (以下「本効力発生日」という。)とす
る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAIID及びNCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

(変更後)

本株式交換の効力発生日は、2025年 7月 1日 (以下「本効力発生日」という。)とす
る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

ANAIID及びNCAは、協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。

第 2条 (本契約の効力)

本契約による変更の効力は、本契約締結と同時に、将来に向かつて発生する。

第 3条 (原契約のその他の規定の効力)
ANAIID及びNCAは、本契約に定めるものを除き、原契約のいかなる規定も変更され
るものではなく、原契約が引き続き完全な効力を有することを確認する。

第 4条 (準用)

本契約には、原契約第 8条乃至第 H条の規定を準用する。

[以下余白]



以上の合意を証するため、ANノ軽ID及び―NCAは、本書 2通を作成し、各自署名又は記名捺印の
上、各 1通を保有する。

2025年 5月 19日

ANAHD:
東京都港区東新橋 1丁 目5番 2号

ANAホーアレディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 浩二

2





別紙 3 

株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

次ページ以降をご参照ください。



第47期 計算書類

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

日本貨物航空株式会社

2024 年 4 月 1 日 か ら

2025 年 3 月 31 日 ま で

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

附 属 明 細 書



貸借対照表
（2025年3月31日現在）

(単位 : 百万円)

科     目   金  額 科     目   金  額

流  動  資  産 26,113 流  動  負  債 36,347

現 金 及 び 預 金 353 営 業 未 払 金 10,262

営 業 未 収 入 金 16,358 短 期 借 入 金 10,011

貯 蔵 品 2,808 一年内返済予定長期借入金 10,119

前 払 金 3,677 未 払 金 754

前 払 費 用 787 未 払 法 人 税 等 185

短 期 貸 付 金 2 未 払 費 用 311

未 収 入 金 1,679 契 約 負 債 861

未 収 還 付 法 人 税 等 4 営 業 預 り 金 45

デ リ バ テ ィ ブ 資 産 45 預 り 金 2,825

そ の 他 397 賞 与 引 当 金 602

貸 倒 引 当 金 △ 1 デ リ バ テ ィ ブ 負 債 154

そ の 他 213

固  定  資  産 92,812

（有形固定資産） ( 88,271 ) 固  定  負  債 67,206

建 物 3,463 長 期 借 入 金 64,894

構 築 物 18 退 職 給 付 引 当 金 828

航 空 機 82,255 資 産 除 去 債 務 377

機 械 装 置 1,403 そ の 他 1,106

車 両 運 搬 具 206

工 具 器 具 備 品 718

建 設 仮 勘 定 206

（無形固定資産） ( 634 )

ソ フ ト ウ エ ア 590

そ の 他 44

株　主　資　本 15,489
（投資その他の資産） ( 3,905 ) 資　  本  　金 10,000

投 資 有 価 証 券 166 利  益  剰　余　金 5,489

関 係 会 社 株 式 164      その他利益剰余金 5,489

長 期 貸 付 金 190

従業員に対する長期貸付金 1 評価・換算差額等 △ 117
長 期 前 払 費 用 527 その他有価証券評価差額金 3

破 産 更 生 債 権 等 347        繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 121

繰 延 税 金 資 産 1,606

そ の 他 1,249

貸 倒 引 当 金 △ 347

103,553

資 産 合 計 118,925 118,925

資       産       の       部 負        債       の       部

純　資　産　合　計

負債・純資産合計

15,371

     純      資      産      の      部

負   債   合   計



(単位 : 百万円)
科　　　　　目

売上高 185,853

売上原価 156,071

売上総利益 29,781

販売費及び一般管理費 7,867

営業利益 21,914

営業外収益

受取利息及び配当金 422

為替差益 194

補償収益 473

その他 132 1,223

営業外費用

支払利息 915

固定資産除却損 276

その他 83 1,276

経常利益 21,861

税引前当期純利益 21,861

法人税、住民税及び事業税 96

法人税等調整額 △ 837 △ 740

当期純利益 22,601

損益計算書
（ 自 2024年4月1日　至 2025年3月31日 ）

金　　　　　額



（単位：百万円）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2024年3月31日残高 10,000 - - - △ 17,112 △ 7,112

当期変動額

当期純利益 22,601 22,601

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 - - - - 22,601 22,601

当期末残高 10,000 - - - 5,489 15,489

2024年3月31日残高 4 51 56 △ 7,055

当期変動額

当期純利益 22,601

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△ 0 △ 173 △ 173 △ 173

当期変動額合計 △ 0 △ 173 △ 173 22,427

当期末残高 3 △ 121 △ 117 15,371

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計

株主資本等変動計算書

　（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

株　　主　　資　　本

資　本　金

資　本　剰　余　金

株主資本合計
資本準備金

そ 　の 　他
資本剰余金

資本剰余金合計



 

個別注記表 

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1） 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式… 移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

     市場価格のない株式等… 移動平均法による原価法 

(2) デリバティブ… 時価法 

(3) 棚卸資産 

① 航空機貯蔵備品・整備用部品… 移動平均法による原価法 

                          （収益性の低下による簿価切り下げの方法） 

② その他… 先入先出法による原価法 

           （収益性の低下による簿価切り下げの方法） 

2） 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 航空機… 定額法  耐用年数 20 年 

② その他… 定率法    ただし、建物並びに平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、 定額

法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。 

        建物   3～50 年 

    取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の一括償却資産については、3 年間で均等償却しております。 

(2) 無形固定資産… 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用… 定額法 

3） 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等の合理的な 
基準により、また、貸倒懸念債権等特定債権については、個別に回収可能性を検討した回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるため将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属さ

せる方法については、給付算定式基準によっております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として 8 年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。  

 

4） 収益及び費用の計上基準 

顧客との契約について、以下の 5 ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しています。 

 ステップ 1：顧客との契約を識別する 

 ステップ 2：契約における履行義務を識別する 

  ステップ 3：取引価格を算定する 

 ステップ 4：契約における履行義務に取引価格を配分する 

 ステップ 5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する 

  当社は、主に航空運送事業、航空機使用事業及びその他の付帯事業を営んでいます。   履行義務の識別にあたっては、本人か

代理人かの検討を行っており、顧客との約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には、本

人として収益を対価の総額で認識しており、それらの財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務で

ある場合には、代理人として収益を対価の純額で認識しています。 

  顧客からの対価は、通常、履行義務の充足時点から、1 年以内に支払を受けています。なお、重要な金融要素は含んでいませ

ん。 

  取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定し、変    

動対価が含まれています。なお、顧客との契約における対価に変動対価が含まれる場合には、当該変動対価に関する不確実性



 

が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価

格に含めています。 

 取引価格の履行義務への配分は、約束した財又はサービスを顧客に移転するのと交換に権利を得ると見込んでいる対価の   

金額を描写する金額で取引価格を各履行義務へ配分しています。取引価格を各履行義務に独立販売価格の比率で配分するた

め、契約における各履行義務の基礎となる別個の財又はサービスの契約開始時の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立

販売価格に比例して配分しています。  

 収益を認識するにあたっては、顧客との契約に基づき履行義務を識別しており、一時点で履行義務を充足し収益を認識する他、

航空機貨物輸送サービス契約等の契約に基づき、主に一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、輸送期間にお

ける日数に基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もり、収益を認識しています。 

5） その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。また為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理

を採用しております。 

(2) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

(3) グループ通算制度の適用 

グループ通算制度を適用しております。 

2. 会計方針の変更等に関する注記 

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用） 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 28 日。以下「2022 年改正会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用しています。 

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022 年改正会計基準第 20－3 項ただし書きに

定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。以下

「2022 年改正適用指針」という。）第 65－2 項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。 

これによる財務諸表への影響はありません。 

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の財務諸表における取扱いの見

直しに関連する改正については、2022 年改正適用指針を当事業年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適

用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。 

これによる前事業年度の財務諸表への影響はありません。 

3. 表示方法の変更に関する注記 

従来、損益計算書上、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」（前事業年度 42 百万円）につきまし

ては、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。 

4. 収益認識に関する注記 

収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

5. 会計上の見積りに関する注記 

繰延税金資産の回収可能性について 

繰延税金資産 1,606 百万円 

繰延税金資産の認識は、翌期の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、航

空貨物市況を含む不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が

見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

6. 貸借対照表に関する注記 

1） 担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1) 担保に供している資産 

 

航空機   

(2) 担保に係る債務 

一年内返済予定長期借入金

長期借入金    

 計 

          11,247 百万円 

          

4,017 百万円 

           8,674 百万円 

          12,692 百万円 

(注)上記のほか、一年内返済予定長期借入金（6,102 百万円）、長期借入金（56,220 百万円）に対し、航空機（62,562 百万円）を  

担保に提供する旨の抵当権設定予約契約を締結しております。 



 

2） 有形固定資産の減価償却累計額     53,387 百万円 

3） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

短期金銭債権            92 百万円 
短期金銭債務       20,723 百万円 
長期金銭債務       64,894 百万円 

7. 損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

(1) 営業取引による取引高 

    売上高                                    31,066 百万円 

    仕入高                    1,908 百万円 

(2) 営業取引以外の取引による取引高 

    営業外収益                  382 百万円 

    営業外費用                  932 百万円 

8. 株主資本等変動計算書に関する注記 

 当会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

発行済株式総数 第二種株式  400,000 千株 

9. 税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 10,364 百万円

減損損失 318 百万円

賞与引当金繰入 198 百万円

貸倒引当金繰入 102 百万円

繰延ヘッジ損失 44 百万円

その他 898 百万円

繰延税金資産小計                       11,927 百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                 △ 9,212 百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性

引当額 

                  △ 1,046 百万円

評価性引当額小計                 △ 10,259 百万円

繰延税金資産合計                      1,668 百万円

繰延税金負債 

資産除去債務に対応する除去費用              47 百万円

繰延ヘッジ利益 12 百万円

その他                     1 百万円

繰延税金負債合計                   61 百万円

繰延税金資産純額 1,606 百万円

10. リースにより使用する固定資産に関する注記 

 貸借対照表に記載した固定資産のほか、工具器具備品及び車両運搬具の一部については、 所有権移転外ファイナンス・リース契

約により使用しております。 

11. 金融商品に関する注記 

1) 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金運用については短期的な預貯金等に限定し、親会社及び銀行等金融機関からの借入により資金を調達しており

ます。営業未収入金に係る顧客の信用リスクは、航空会社とフォワーダー間の精算システムの活用等、各国の実情に合わせた

リスク低減を図っております。借入金の使途は運転資金および設備投資資金であります。 

なお、デリバティブ取引はリスク管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

 2025 年 3 月 31 日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注 2）参照）。また、現金は注記を省略しており、預金、営業未収入

金及び未収入金、営業未払金及び未払金、短期借入金、一年内返済予定長期借入金、預り金は短期間で決済されるため時価

が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 



 

                      （単位：百万円） 

 
貸借対照表

計上額 
  時価 差額 

① 長期借入金 64,894 64,868 △ 26 

② デリバティブ取引（*1） 

  1> ヘッジ会計が適用されていないもの 

  2> ヘッジ会計が適用されているもの 

 

0 

△109 

 

0 

△109 

 

－ 

－ 

      （*1）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務 となる項目については、 

     △で示しております。 

 

（注 1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つのレベルに分類してお

ります。 

   レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

   レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

   レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、

時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

① 長期借入金 

 これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定

しており、レベル 2 の時価に分類しております。 

② デリバティブ取引 

 店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベ

ル 2 の時価に分類しております。 

  



 

  1> ヘッジ会計が適用されてないもの 

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額 

    又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。 

    (単位：百万円) 

区分 

デリバティブ   

 時価  評価損益 
当該時価の

算定方法 
取引の種類等 

 契約額等 
うち 

  1 年超 

市場取引以

外の取引 

為替予約取引       

取引先金融

機関から提示

された価格等

によってい

る。 

香港ドル売 2,517 － △1 △1 

米ドル売 744 － 1 1 

シンガポールドル売 320 － △0 △0 

ユーロ売 244 － 0 0 

その他売 1 － △0 △0 

売建計 3,827 － 1 1 

中国元買 164  － △0 △0 

タイバーツ買 33 － △0 △0 

カナダドル買 22 － △0 △0 

その他買 1 － △0 △0 

買建計 221 － △0 △0 

 

  2> ヘッジ会計が適用されているもの 

     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額 

    又は契約において定められた元本相当額、時価及び当該時価の算定方法は、次のとおりであります。 

(単位：百万円) 

ヘッジ会計の方

法 

デリバティブ取引の種

類等 

主なヘッジ

対象 

 

時価 
当該時価の

算定方法 契 約 額

等 

うち 

1 年超 

原則的処理方

法 

商品カラー（*2） 

買建コール・売建プット 
航空燃料 17,221  － △109 

取引先金融機関

から提示された価

格等によってい

る。 

     （*2）オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、 

      一括して記載しております。 

（注 2）市場価格のない株式等 

   非上場株式（貸借対照表計上額 166 百万)は、企業会計基準適用指針第 19 号「金融商品の時価等の開示に関する 

 適用指針」（2019 年 7 月 4 日企業会計基準委員会）第 5 項に従い、時価開示の対象とはしておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. 関連当事者との取引に関する注記 

1） 親会社及び法人主要株主等 

属性 
会社等の 

名称 

議決権等の

所有(被所

有)割合(%) 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

 (百万円) 
科目 

期末残高  

(百万円) 

 

 

親会社 

 

 

日本郵船㈱ 

 

 

被所有    

直接 100 

 

 

人的役務

提供等 

資金の返済 

 

 

利息の支払 

32,933 

 

 

    915  

短期借入金 
一年内返済予定 

長期借入金           

長期借入金   

未払費用 

10,011 

10,119 

 64,894     

     220 

被金融取引     

債務保証 
11,428 

  

被金融取引     

債務保証予約 
7,630 

保証料の支払 17 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注 1) 一年内返済予定長期借入金（10,119 百万円）、長期借入金（64,894 百万円）に対し、航空機（11,247 百万円）を担保に提供 

      し、航空機（62,562 百万円）を担保に提供する旨の抵当権設定予約契約を締結しております。 

(注 2) 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

(注 3) 被金融取引債務保証の金額は極度額を記載しております。 

(注 4) 被金融取引債務保証予約の金額は極度額を記載しております。 

(注 5) その他の取引については、市場価格等を勘案して合理的に条件を決定しております。 

(注 6) 取引金額には消費税等は含まず、科目の期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

  

  2） 子会社及び関連会社等 
 

  属性 
会社等の 

名称 

議決権等の

所有(被所

有)割合(%) 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

 (百万円) 
科目 

期末残高  

(百万円) 

子会社 Plus 

Logistics   

Solutions     

Limited 

所有      

直接 100 

人的役務

提供等 

航空運送収益 

 

30,911 

 

 

     

営業未収入金 
 

契約負債 

92 

704 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (注) 取引については、市場価格等を勘案して合理的に条件を決定しております。 

 

13. 1 株当たり情報に関する注記 

 1 株当たり純資産額     38 円 43 銭 

 1 株当たり当期純利益     56 円 50 銭 

14. その他の注記 

当社株式の譲渡 

当社の親会社である日本郵船株式会社は、令和 5 年 3 月 7 日付で当社の全株式を ANA ホールディングス株式会社に譲渡す

ることに関する基本合意書を締結しており、その方針に変更はありません。 

 



[附属明細書]

1．有形固定資産及び無形固定資産の明細
(単位：百万円)

区分 資産の種類
期首

帳簿価額
当期

増加額
当期

減少額
当期

償却額
期末

帳簿価額
減価償却
累計額

期末
取得原価

有形固定資産 建   物 3,311 333 0 181 3,463 2,682 6,145

構築物 20 - -                1 18 101 119

航空機 90,273 959 285 8,690 82,255 45,860 128,116

機械装置 1,608 2 0 206 1,403 1,802 3,205

車両運搬具 105 169 0 69 206 835 1,041

工具器具備品 760 269 0 310 718 2,105 2,823

建設仮勘定 67 264 125 -                206 -                206

計 96,147 1,997 412 9,461 88,271 53,387 141,658

無形固定資産 ソフトウエア 694 147 0 250 590

その他無形固定資産 33 38 28 0 44

計 728 186 28 250 634

　（注）固定資産の当期増減の主なものは次のとおりであります。
 　　　1) 建物の当期増加額の主なものは空調設備（329百万円）の取得による増加です。

 　　　2) 航空機の当期増加額の主なものは航空機部品（830百万円）の取得による増加です。

 　　　3) 車両運搬具の当期増加額の主なものは、特殊車(フォークリフト：134百万円)の購入による増加です。

 　　　4) 工具器具備品の当期増加額の主なものは、ULD(192百万円)の購入、及びパソコン（66百万円）の稼働による建設仮勘定からの振替によるものです。

 　　　5) 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、サーバー(139百万円)の購入、及び航空機部品（27百万円）の購入によるものです。

 　　　6) 建設仮勘定の当期減少額の主なものは、工具器具(66百万円)、及び車両運搬具（32百万円）稼働による振替によるものです。

2．引当金の明細
(単位：百万円)

目的使用 その他

貸倒引当金 349 0 1 0 348

賞与引当金 461 602 461 - 602

退職給付引当金 850 55 77 - 828
（注）当期増減額の理由
      1) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、為替の評価替えによるものです。

3．販売費及び一般管理費の明細
(単位：百万円)

科            目 金           額 摘            要

販 売 費 549

給 与 手 当 2,676

賞 与 544

法 定 福 利 費 405

役 員 報 酬 117

退 職 金 84

電 算 機 費 1,128

租 税 公 課 205

厚 生 費 459

賃 借 料 170  

報 酬 255

減 価 償 却 費 513

そ の 他 一 般 管 理 費 755

計 7,867

区      分
当 期 減 少 額

期 首 残 高 期 末 残 高当期増加額



独立監査人の監査報告書 
 

2025 年 5 月 8 日 

 

日 本 貨 物 航 空 株 式 会 社

取 締 役 会  御 中

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
     

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 北 村 嘉 章

指定有限責任社員
     

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 柴 田 勝 啓

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 436条第 2項第 1号の規定に基づき、日本貨物航空株式会社の 2024 年 4月

1 日から 2025 年 3 月 31 日までの第 47 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい

て監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運

用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

  



計算書類等に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため

の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用

している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上 
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第 47 期 事業報告 
 

自 2024 年 4 月 1 日 

至 2025 年 3 月 31 日 

 

１． 株式会社の現況に関する事項 

 

（１） 事業の経過及びその成果   

 

当期は、世界的な物価上昇の沈静化や金利の低下等により主要地域の景気は総じて堅調に推移し

ました。 

航空業界においては、旅客輸送、貨物輸送共に前期に比べて需要が増加しました。当社の燃油費に

影響を及ぼす原油価格については、前半は中東情勢の緊迫化から供給量減少の懸念が高まったこと

により、上昇基調で推移したものの、後半は中国経済の成長鈍化による需要減少等が要因となり下

落基調に転じました。 

このような世界情勢のもと、当社はボーイング 747-8F の 8 機に加え、提携先である Atlas Air Inc.

（米国）及び ASL Airlines Belgium(ベルギー)の運航によるボーイング 747-400F の５機を合わせ

た計 13 機体制のもとマーケット需要に対応した効果的な配便を行い、更に臨時便やチャーター便を

柔軟に運航し収益の最大化を図りました。 

この結果、今年度は売上高 185,853 百万円（前期比 15%増）、営業利益 21,914 百万円（前期比

258%増）、経常利益 21,861 百万円（前期比 232%増）、当期純利益 22,601 百万円（前期比 340%増）

と前期と比べて増収増益となりました。 

組織面においては、安全運航体制をより強化するために安全推進グループを設置し、安全推進、

航空保安及び安全監査の機能を連携させて一体的に運用することにより、安全マネジメントと航空

保安マネジメントを効果的かつ効率的に運営するための体制強化を図りました。 

当社の 100%株主である日本郵船株式会社は、保有する当社の全株式を ANA ホールディングス株

式会社に譲渡する最終合意書を同社と 2023 年 7 月に締結しました。2025 年 3 月 31 に株式譲渡の

完了を目指していましたが、2025 年 5 月 1 日予定に延期となりました。 

 

① 当期結果（前期比） 

>輸送重量  402,321 トン（+11%） 重量利用率 64% (+1 ﾎﾟｲﾝﾄ)   

>売上高   185,853 百万円（+15%） 

（地域別）日本 41,139 百万円（+11%）、アジア 98,158 百万円（+29%） 

北米 32,760 百万円（+9%）、 欧州    13,795 百万円（-23%）           

>営業費用  163,939 百万円 (+6%) 

>営業利益   21,914 百万円（+258%）  経常利益 21,861 百万円（+232%）    

>当期純利益  22,601 百万円（+340%）              

                              

② 当期貨物取扱概況                    

２．                     区 分 当期重量実績*（トン） 前期比  
アジア発米州向け 114,306 + 14% 

米州発アジア向け 57,177 - 6% 
アジア発欧州向け 21,959 + 4% 

欧州発アジア向け 21,093 - 3% 

アジア域内 109,300 + 20% 
*Chargeable Weight 
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  当期は、2023 年秋以降に急成長した中国系 e コマースプラットフォーム会社が米国の高い個人消

費需要に支えられ安定した出荷を見せたことから、上期の航空貨物需要は高い水準で推移しました。

また、紅海におけるフーシ派による船舶攻撃の影響で、欧州航路の船舶が喜望峰への迂回を余儀な

くされ、海上輸送のスケジュールが大きく乱れたため、中国や東南アジア発を中心に海上貨物の航

空シフトが見られました。旧正月以降は米国新政権の関税政策等の影響を受け、航空貨物需要は一

時的に落ち込みましたが、全体的には高需要に支えられた 1 年となりました。品目別に見ると、半

導体製造装置の出荷が日本発着以外も含めて高い水準で推移したほか、前述の e コマース需要によ

る個人消費物の出荷が目立ちました。 

供給面では、夏ダイヤよりシンガポール・バンコク線の運航日を需要にあわせて成田発火・金・土

から火・木・金に変更しました。欧州線は前期同様週 4 便を維持しました。北米線は冬ダイヤでロ

サンゼルス線を追加し、自社運航便は期首の週 48 往復便から期末時点では週 49 往復便に増便しま

した。 

チャーター便では、5 月に成田-ポートランド〔アメリカ〕を 1 便、10 月に成田-クチン〔マレー

シア〕を 1 便、11 月に成田-マイアミ〔アメリカ〕を 1 便等、半導体関連貨物等を中心に、提携関係

にある Atlas Air Inc.を起用して運航しました。 

上述した取り組みにより、結果として当期貨物取扱量は前期比でアジア発米州向けを中心に増加

しました。 

香港子会社 Plus Logistics Solutions Limited においては、活況である中国発・欧米向け e コマー

ス需要を背景に中国の物流会社３社と長期チャーター契約を締結すると共に、当社においては、ボ

ーイング 747-400F ２機を Atlas Air Inc.で、1 機を ASL Airlines Belgium で運航するため Air 

Transportation Services Agreement (ATSA)の契約更改を行いました。 

これにより、従来のエクスプレスや郵便サービスでは実現が難しかった大量一括輸送を実現し、  

顧客ニーズへの柔軟な対応や提携先航空会社との関係強化を図りました。 

 

③ 安全への取り組み  

当社は、「NCA 安全理念」を掲げ、「安全は全てに優先する」という基本方針に基づき社長を委員長

とする「安全推進委員会」等で構成される全社的な安全推進体制により安全運航の確保に努めてお

ります。2024 年度からは安全マネジメントシステム（Safety Management System－SMS）に加え、

航空保安マネジメントシステム（Security Management System－SeMS）の運用を開始しました。 

2024 年度の安全指標・安全目標値については４項目を掲げいずれも 0 件を達成値として、「世界

基準の安全管理体制をもった安全安心な貨物エアラインになる」ことを目指し、SMS/SeMS の更な

る強化、安全人材の育成、安全・保安文化の更なる醸成、各国保安法令強化対応のため以下の活動に

取り組みました。 

①毎年度実施している安全意識調査 ②ベテラン社員の知識・経験の伝承と人財育成を目的とした

Safety College ③外部講師による安全講演会 ④安全性の向上や事故防止の発案・活動等を行った役

職員・部署を表彰する月間・年間安全表彰 ⑤安全情報誌「THE SAFETY」の定期発行 ⑥8 月度を

「夏期安全推進・航空保安強化月間」に設定した安全意識・航空保安意識 の向上を目的とした安全

推進施策の集中的実施 ⑦年末年始輸送安全総点検期間中における安全点検や安全推進施策 等 

これらにより以下の安全指標・安全目標値に対し全てにおいて達成しました。 

【2024 年度安全指標・安全目標値】 

・ 航空事故(航空局届出)： 0 件 

・ 重大インシデント(航空局届出)：0 件 

・ 休業災害（4 日以上の休業 ）：0 件 

・ アルコール検知件数：0 件 

 

④ 環境対策活動  

当社は、燃料効率と環境性能に優れた航空機の使用と効率的な飛行方法を取り入れ、CO2 の排出

を抑制し、環境対策活動を推進しています。国際航空分野における CO2 排出量削減への取り組みと
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して、EU 域内の二酸化炭素排出量取引制度（European Union Emission Trading Scheme :EU-ETS）

に加え、国際民間航空機関(International Civil Aviation Organization:ICAO)主導による CO2 排

出 抑 制 に 関 す る 制 度 （ Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 

Aviation :CORSIA）に対応しています。また、毎月燃料節減会議を開催し、組織横断的に燃節活動に

取り組んでいます。加えて、太陽光発電の効率を向上させる電力追従システムの導入、事務所及び施

設の空調設備更新や照明の LED 化等の環境対策を推進しています。 

 

（２）資金調達の状況 

 

当期は、短期借入金については運転資金を 18,869 百万円返済し、設備資金は 5,575 百万円返済し

たことから、24,444 百万円の減少となりました。長期借入金は返済により、8,488 百万円の減少とな

りました。 

 

（３）設備投資等の状況  

 

当期は、総額 1,448 百万円の設備投資を実施し、その主なものは航空機部品等 543 百万円、建物付

属設備 332 百万円、工具器具備品 234 百万円ソフトウェア 189 百万円、車両運搬具 143 百万円となっ

ております。 

 

（４）対処すべき課題  

 

当期は前期から続く中国発欧米向けの e コマース需要によるキャパシティーの逼迫もあり、航空貨

物マーケットは堅調に推移し、前期比で大幅な増収増益となりました。この結果、財務面においては

債務超過さらには累積損失の解消に至りました。 

他方、足元においては米国新政権による関税政策等、不確実性の高まりと地政学リスクの影響によ

り航空貨物を取り巻く環境が変化している中、当社配便は中国発米国向けマーケットへの依存度が高

くなっています。この様な状況に鑑み、欧州向けの増便や中国以外のアジアマーケットでの販売促進

等による最適化を図り、安定的な黒字の確保と更なる成長・拡大に必要となる投資ができる企業体質

を目指して参ります。 

また、事業を支えるための基盤となる人材については、従来の新卒採用を中心とした人員構成から

積極的なキャリア採用により様々なバックグラウンドを持った社員構成に変化し、多様化が進んでき

ています。安定した事業の継続、更には成長、拡大のため、持続的な企業成長の源泉である従業員満

足、ダイバーシティー＆インクルージョンの促進、自由闊達で風通しの良い組織風土を目指し、更な

る人材基盤の強化を図って参ります。 

 

（５）財産及び損益の状況の推移  

 

 
区 分 

第 44 期 

2021 年度 

第 45 期 

2022 年度 

第 46 期 

2023 年度 

第 47 期 

2024 年度 

売 上 高（百万円） 188,850 218,213 161,300 185,853 

経 常 利 益 （百万円） 74,000 62,165 6,587 21,861 

当 期 純 利 益（百万円） 60,875 48,245 5,133 22,601 

１株当たり当期純利益（円） 152.19 120.61 12.83 56.50 

総   資   産（百万円） 141,556 133,878 129,131 118,925 
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（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数から自己株式数を控除した株式数に基づき算出しています。 

 

（６）重要な親会社及び子会社の状況  

 

① 親会社との関係  

当社の親会社は日本郵船株式会社で、同社は当社の第二種株式 400,000 千株（保有比率 100%）を

保有しています。当社は日本郵船株式会社から、資金の借入、役員の兼任及び人的資源の提供を受

けています。 

尚、当社は ANA ホールディングス株式会社との間で、同社を株式交換完全親会社、当社を株式

交換完全子会社とする株式交換契約を締結しています。同社は本株式交換により当社の発行済株式

の全部を取得する予定です。 

 

② 親会社との間の取引に関する事項  

当社は親会社との間で「資金の借入」等の取引を実施していますが、当該取引を実施するに当

たっては、当社の利益を害さないよう一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本と

し、取締役会において取引条件を決定するに当たり、市場金利、市場価格等を勘案した合理的な

判断に基づき、公正かつ適正に決定しています。 

 

③ 重要な子会社の状況(2025 年 3 月 31 日現在)  

会社名 資本金 議決権比率    主要な事業内容 

NCA Japan 株式会社 99 百万円 100％ 
国際運送に係わる貨物取り扱い

事業 他 

Plus Logistics Solutions 

Limited 

15 万米ドル 100％ Flight Arrangement for Cargo 

Transportation 

 

（７）主要な事業内容   

 

貨物定期航空運送事業 

貨物不定期航空運送事業 

 

（８）事 業 所 （2025 年 3 月 31 日現在） 

 

    本店     東京都港区 

    本社     千葉県成田市 

   国内事業所 東京事業所 成田空港支店 

    海外事業所 

    支店    シカゴ支店 ロサンゼルス支店 ニューヨーク支店 ダラス・フォートワース支店 

          アムステルダム支店 ミラノ支店 

シンガポール支店 香港支店 バンコク支店 上海支店 台北支店         

    営業所   アトランタ営業所 サンフランシスコ営業所 

      運航所   アンカレッジ運航所 

 

 

 

 

 



 

5 

 

（９）従業員の状況 （2025 年 3 月 31 日現在） 

 

従 業 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続期間 

  地 上 職 798 名 +17 名 46.2 才 12.7 年 

運航乗務員 188 名 ±0 名 47.0 才  7.1 年 

合 計 986 名 +17 名 46.3 才 11.9 年 

（注１） 従業員数には他社からの出向者を含み、他社への出向者は含んでいません。 

（注２） 運航乗務員数には他社より派遣を受けている運航乗務員を含んでいます。 

（注３） 平均年齢と平均勤続期間は本社採用のみです。（地上職 529 名、運航乗務員 77 名） 

 

（１０）航空機の状況 （2025 年 3 月 31 日現在） 

 

機種 機数 搭載可能重量 備考 

B747-8F 8 最大 133 トン 自社所有 8 機 

B747-400F 7 最大 112 トン 自社所有 7 機(他社賃貸中) 

 

（１１）主要な借入先の状況 （2025 年 3 月 31 日現在） 

   

借 入 先 借入金残高 
借入先が有する当社の株式 

持株数 議決権比率 

日本郵船株式会社 85,025 百万円 400,000 千株 100％ 

 

２．会社の株式に関する事項 （2025 年 3 月 31 日現在） 

 

（１） 株式の状況 

① 会社が発行する株式の総数   1,590,973,000 株 

② 発行済株式の総数 第二種株式   400,000,000 株 

 計 400,000,000 株 

③ 株主数        1  名 

 

（２） 大株主の状況   

① 第二種株式 

 

株  主  名 

当社への出資状況 
当社の大株主 

への出資状況 

持株数 
発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合 持株数 出資比率 

日本郵船株式会社 400,000 千株 100％ － － 
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３． 会社役員に関する事項   

 

（１） 取締役及び監査役 （2025 年 3 月 31 日現在の状況）   

 

地 位      担当又は他の法人等の代表状況等（重要な兼務の状況を含む）      氏 名 

 

取締役会長           大  鹿  仁 史 

 

代表取締役社長 安全推進委員会委員長、危機管理委員会委員長、 本  間  啓 之 

 コンプライアンス委員会委員長 

 (Plus Logistics Solutions Limited. Director, Chairman) 

 （定期航空協会 監事） 

 (航空政策研究会 理事） 

 

代表取締役専務取締役 安全統括管理者、オペレーション統括責任者 小  堀  寿  亮 

 管掌：運航グループ、オペレーショングループ、 

 オペレーションセンター設立準備室 

担当：整備グループ、安全推進グループ 

 委嘱：整備グループ長 

 

取締役 管掌：法務室、内部監査室、経理部、総務部、人事部、 髙 野       薫 

HR 企画室、IT 戦略部、日本地区営業部、 

 事業企画部、マーケティング部、 

 レベニューマネジメント部、デジタル推進室、 

             アジア太平洋地域統括マーケティング部、 

 米州地域統括部、欧州・中東・アフリカ地域統括部、 

 アジア太平洋地域統括 

担当：経営企画部 

 (日本郵船株式会社 貨物航空事業グループ長) 

 （日本郵船株式会社 港湾グループ長） 

 

監査役（常勤）  山 﨑  裕 之 

 

監査役（非常勤）    (日本郵船株式会社 内部監査室 調査役 ) 久 森  武 郎 

 （株式会社郵船アカウンティング 監査役） 

 

当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務遂行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区

分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員は次の通りです。 

 

常務執行役員 担当：運航グループ                  岩 崎  英 明 

委嘱：運航グループ長 

  

常務執行役員 担当：日本地区営業部 鈴 木  雅 也 

 

常務執行役員 担当：オペレーショングループ、 水 野  哲 朗 

  オペレーションセンター設立準備室 

  委嘱：オペレーションセンター設立準備室長 
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執行役員 チーフコンプライアンスオフィサー 岡    裕 昭 

  担当：総務部、人事部、HR 企画室、IT 戦略部 

 

執行役員 担当：法務室、内部監査室、経理部 吉 田  耕一郎 

               

執行役員 担当：事業企画部、マーケティング部、 渡 邊  均 

レベニューマネジメント部、デジタル推進室、 

アジア太平洋地域統括マーケティング部、 

 米州地域統括部、欧州・中東・アフリカ地域統括部、   

  アジア太平洋地域統括 

 

執行役員 委嘱：オペレーショングループ長 石 井   公 章 

 

（２）役員の報酬等の総額   

  区分     人数       報酬等の額 

  取締役   5 人       99 百万円 

  監査役    2 人      19 百万円 

   合計                   118 百万円 

  

４． 会計監査人の状況   

 

（１）会計監査人の名称 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

（２）責任限定契約の内容の概要 

 当社と会計監査人との間で締結している契約には責任限定に関する記載はありません。 

 

（３）当事業年度に係わる会計監査人としての報酬等   

当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 26 百万円 

各監査役は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職

務遂行状況並びに報酬見積りの相当性等について必要な検証を行った結果、監査役全員が会計

監査人の報酬額について同意する判断をしました。 

 

５． 株式会社の現況に関する重要な事項 

    

親会社による当社の全株式の譲渡については、2025 年 3 月 31 日時点において、同年 5 月 1 日に株

式譲渡の完了を予定していましたが、実行予定は同年 5 月 23 日に延期となりました。 

本株式交換は、各国・地域の競争法当局による審査の完了等を実行の前提としていますが、一部の

関係当局による企業統合審査の完了に時間を要しており、変更となりました。 
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６．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要 
 

【１】業務の適正を確保するための体制と方針 

 

当社は、会社法 362 条 4 項 6 号及び会社法施行規則 100 条 1 項及び 3 項の規定に基づく内

部統制システムについて、2024 年 3 月 22 日の取締役会決議における一部改正の内容を踏襲

し、2025 年 3 月 28 日取締役会決議において、以下の下線部の通り内容を一部変更しました。 

 

基本方針  

 

当社は、企業の社会的責任（CSR）が会社経営の根幹であると認識し、経営理念として定

めた「誠意、創意、熱意」のもと、「NCA 企業理念」及び「NCA 行動憲章」の中で、安全運航

を確保し、顧客満足を念頭においた輸送品質、法令遵守、環境保全ならびに社会貢献などを

取締役及び使用人が果たすべき行動指針として明示しています。当社では、会社法及び会社

法施行規則に基づき、当社及び子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という）の

業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針について、次の通り定める

ものとします。 

 

（１） 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制  

     

取締役は、その職務の執行に係わる文書その他の情報につき規程管理規程に定める規程類

等はその定めに従い適切に保存及び管理することとします。特に安全に係わる規程は「安全

管理規程」のもとに体系化し、安全を高める体制としています。株主総会議事録等の重要文

書については、機密性の程度に応じて、閲覧手続き及び閲覧権限を定めています。 

 

（２） 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

       

① 当社は、安全理念を定め、航空機の安全運航を維持管理する組織として、社長を委員長 

        とする安全推進委員会を定期開催し、安全運航のための適切な対応策を検討・実施します。 

また、危機管理に関する基本的事項を定めた危機管理規程を配備し、危機管理委員会にお

いて、航空保安を含む航空機の運航に関わる緊急事態及び一般危機事象への対応方針を決

定しています。更に危機管理規程の下位規程として危機対応マニュアルを配備し、全体演

習、基地演習を通じて事故への速やかな対応に向けた危機対策本部の設置による社内体制

の確認を行うなど、日頃より航空機の事故等に備えています。更に、危機管理委員会にお

いて、航空保安を含むオペレーションに関わる緊急事態及び一般危機事象への対応方針を

決定し、危機管理体制の強化を図っています。 

② 安全推進室は安全管理体制の維持管理を行い、安全監査室は安全管理体制への監査を通

じて体制の強化を図ると共に、総務部が主管部署となり、社会的使命としての環境保全

への取り組みを継続しながら、全取締役及び使用人に対し啓発活動を実施します。 

③ 情報セキュリティに関する規程を定め、社給 PC の暗号化、在宅勤務用のワンタイムパ

スワードを用いたリモート回線(VPN)接続、外部記憶媒体の接続制限等の重要な企業情

報の漏洩を防ぐ取り組みを実施しています。情報セキュリティ担当役員については総務

部担当役員を情報セキュリティの最高責任者として、責任と指揮命令系統の明確化を図

り、情報セキュリティインシデントやシステムトラブル等の重大障害時の緊急連絡先や 
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当該障害時対応体制を社内ポータルサイト上に公開し、適時に更新しています。 

④ 「安全保障輸出管理規程」の整備により、外為法上の規制貨物の包括輸出許可体制を整  

えています。 

⑤ 為替変動リスクや燃料費変動リスク等の市場リスクについては、当社グループの各部門

がリスクに対応した社内規程を定め、担当役員の監督の下、適切にリスク管理を実施す

ると共に、各規程に基づき執行状況について常務会及び取締役会への報告を行います。 

⑥ 日本郵船グループではグループ各社に対して統一的な経理処理を行うことを要請してお 

  り、当社の現行規程の整理が必要であること、及び組織改編による部署・役職名の変更 

に対応すべく、2016 年 3 月 25 日付にて「経理規程」及び関連諸規程・規則を改訂し 

ました。また、日本郵船グループにて定められている「グループ会計方針」とは別に、 

当社が従来から適用を継続している独自の経理処理方法を反映させると共に、組織改編 

による部署・役職名の変更に対応すべく、同日付にて「経理処理規則」及び「経理関連 

規程に関する組織規則」を制定し、運用しています。   

⑦ 発注先決定プロセスの遵守等の購買業務の基本方針を定めるべく、2016 年 2 月 1 日  

付にて「購買業務に関する規程」を制定し、運用しています。 

⑧ 安全運航、事業運営等に関わるリスクを把握し、コントロールするため、経営リスクマ

ネジメント会議を設置すべく、2019 年 4 月 26 日付にて「経営リスクマネジメント会議

規程」を制定し、運用しています。 

 

（３）取締役及び子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

    

当社では、取締役会規程及び取締役会決議・報告基準などに規定される取締役の職務権限

及び意思決定ルールに従い、適正かつ効率的に職務を執行することとします。取締役会は法

令及び定款に定められた事項及び経営上の重要事項につき、原則として毎月開催される取締

役会、必要に応じて随時開催される臨時取締役会で決議します。なお、常務会規程及び職務

権限・決裁手続規程に基づき、原則として毎週開催される常務会において、取締役会に上程

される議案を事前に審議し、取締役会の意思決定の迅速化、効率化に努めます。2009 年 11 

月 1 日より電子稟議書システムを導入し稟議の一層の迅速化、効率化を図り、電子稟議書の

適切な閲覧権限の設定（文書管理システムの導入）、及び利用者の利便性向上、最新製品への

バージョンアップによる機能向上及び保守強化対応を行っています。また、当社の子会社に

おいては、当社の職務分掌、指揮命令系統及び意思決定に関する規程・基準に準拠した体制

を構築しています。 

 

（４）当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

 

当社は、法令遵守と企業倫理の尊重が企業活動の基本であると認識し、「チーフコンプラ

イアンスオフィサー規則」(2009 年 6 月 19 日制定)及び「コンプライアンス委員会規則」

(同年月制定)において、同オフィサーの機能、職掌を定め、当社及び当社グループ会社のコ

ンプライアンスの保持、促進を進めています。 

また、2008 年 12 月に「企業理念」を改訂すると共に「行動憲章」「NCA グループ行動規準」

を制定し、2017 年 1 月 1 日付にて「NCA グループ内部通報規程」を制定し、社内ポータルサ

イト等を通じて閲覧可能な体制を整えています。「NCA グループ行動規準」については、昨今

における社会的要請の趨勢、及び当社のコンプライアンスに関する重点項目の最適化を図る



 

10 

 

目的にて、2017 年 4 月に改訂しました。 また、法務室主導のもと、対象役職員向けにコン

プライアンス研修やコンプライアンス意識調査を定期的に実施しています。加えて、2008 年

2 月 8 日付にて制定した「NCA グループ 競合他社との接触に関する規程」に基づき、当社グ

ループ役職員による競合他社との業務上及び私的な接触に関し、各国・地域における競争制

度の遵守を図る体制を整えています。 

コンプライアンス違反の通報・相談窓口についても、通常の職制を通じたルート以外に通

報者保護に留意し、社内・社外の相談窓口も設置するなどの体制を整えています。 

当社取締役会は、法令遵守の徹底と健全な企業運営を維持するため、内部監査室を設置し

て、使用人の職務執行に係わる法令遵守状況を監視出来ることとしています。内部監査室は、

業務の有効性と効率性、報告の信頼性、コンプライアンス、資産の保全に関する監査を行う

ことを目的としており、口頭または書面による質問、帳票の照合、実査等の調査権ならびに

関係役員に対する報告権を有しています。取締役会は取締役の義務を相互に監視する責任を

負っており、また、取締役は「取締役職務規程」(2009 年 6 月 19 日制定)に従い善管注意義

務及び忠実義務の履行など適正且つ効率的な経営を通じ、社会の公器として会社の発展に努

め、取締役就任時には「就任承諾書」と共に「誓約書」に署名します。 

また、「安全保障輸出管理規程」並びに「保税業務に関する法令遵守規則」に基づき、安全

保障輸出管理、特定保税承認制度の内部監査を実施し、法令を遵守した適切な安全保障輸出

管理及び、保税業務が実施されていることを確認しています。 

 子会社については、会計監査に加え業務監査も子会社監査役による監査の対象とすること

で、ガバナンスの強化を図っています。 

当社は、親会社である日本郵船株式会社の重要なる子会社として、金融商品取引法に定め

る財務報告に係わる内部統制体制を整えています。 

 

（５）当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

  

① 当社は、親会社である日本郵船株式会社法務・フェアトレード推進グループとの情報交

換を通じて、法令遵守体制上の課題その他業務の適正を確保する上での課題を把握する

こととします。 

② 子会社の重要な組織・経理・業務・財務状況等に関しては、関係会社管理規程を制定し、

子会社の担当役員及び当社の担当部署への速やかな報告、承認を通じて管理します。 

③ 子会社に対しても、内部監査を定期的に行い、法令遵守体制上の課題その他業務の適正

を確保する上での課題を把握し、法令遵守の徹底と健全な企業運営を維持することとし

ます。 

④ 法務室は、子会社にも内部通報窓口の利用を拡大し、リスクを早期に認識し対応を図り

ます。 

 

（６）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

    

① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社は、反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としています。市民社

会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの

一環として取り組んでおり、組織として毅然とした対応を取ることを行動規準に定め、

会社の重点施策として位置付けています。 
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② 反社会的勢力排除に向けた整備状況 

対応主管部署を総務部、副主管部署を法務室とし、反社会的勢力による不当要求、組

織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに報告・相談する体制を整備しています。また、

状況に応じて警察等外部機関と連携をとる体制を整備しています。 

 

（７） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項 

 

当社は、監査役の求めに応じ、使用人が監査役監査の補佐、その他監査役が命じる事項を

遂行するなど、監査役の職務を補助する体制を整えています。また監査役監査の補佐として、

必要な調査権・情報収集権を付与します。 

 

（８） 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 

前号の使用人は、取締役の管轄下にあるが、実態として常勤監査役の指揮命令下にあり、

その人事考課、人事異動及び懲戒処分についても監査役の同意を求めることとします。前号

の使用人は、監査役の補助業務を行うに際し、取締役からの独立性に留意しており、今後も

独立性を担保できるよう更なる改善をするように努めます。 

  

（９）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 

取締役会は、監査役が法令に定める権限を行使し、取締役、執行役員、使用人と意思疎通

を図り、会社情報を十分に収集し、職務執行の適法性・効率性について監査を行う体制を整

えています。具体的には、以下項目が含まれます。 

① 取締役会、常務会、その他重要会議等への出席 

② 取締役、執行役員管轄下の各事業部門への定期的な業務監査 

③ 取締役会議事録、取締役会及び常務会付議事項の稟議書など業務執行に係わる重要な書

類の閲覧及び調査 

④ 監査役の求めに応じて、取締役及び使用人等からその職務の執行状況を報告し、説明す

る体制 

⑤ 監査役に対し、取締役から金融商品取引法に規定する財務にかかわる内部統制評価上の

不備の有無について報告する体制 

⑥ 内部通報の報告及びシステムが有効に機能しているかを監視、検証する為の情報提供体制 

⑦ 当社グループから報告を受けた組織・経理・業務・財務状況、及びリスク、コンプライ

アンスや賞罰等、当社グループに重要な影響を及ぼす事象が発生した場合に遅滞なく報

告する体制 

 

（１０）その他の監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

 

① 取締役会は、監査の実効性及び効率性の向上を図るため、監査役が取締役及び会計監査

人と互いに、緊密に情報交換する体制を整えています。 

② 監査役に報告を行った当社グループの取締役及び使用人は、当該報告をしたことを理由

として不利な取り扱いを受けることのないようにします。 
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③ 当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、

速やかに当該費用の支払いを行います。 

 

【２】業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

内部統制システムに関する基本方針に沿った当社グループの内部統制システムにおける運

用状況の概要は、以下の通りです。 

 

（１）取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制 

    

情報セキュリティに関する規程に基づき、取締役会等の議事録、会議書類、個人情報及び

機密情報等の適切な保存及び管理を行っています。 

 

（２）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  

① 当期は、安全推進委員会を 6 回、開催しました。社内の安全推進活動状況及び保安推進

活動状況を確認し、必要に応じた対策を講じながら安全運航に努めています。 

また全役職員を対象として安全講演会を 1 回、セーフティカレッジを 6 回開催するなど、

安全意識の向上に努めています。 

② 危機対応マニュアルに従い、本年度も１月に危機総合演習を実施しました。保安事件（爆 

      破予告）に起因した航空機事故の発生を想定し、東京事業所にリモート環境を整備し危

機対策本部とのリモートでの初動危機対応体制及び発生空港基地と危機対策本部の連携

など確実な危機対応への役割・行動について社内関係者にて確認しました。 

③  危機管理体制強化に向け 6 月に危機管理委員会を定期開催しました。 

④  6 月に「安全保障貿易管理に関する役員教育」を法務室主導のもと全役員を対象に実施 

 しました。 

⑤ 経営リスクマネジメント会議規程に基づき、11 月に同会議を開催しました。 

⑥ 「金融商品を用いた市場リスク規程」に基づくリスク管理を実施しています。 

常務会で燃料費ヘッジ報告を 12 回実施しました。 

⑦ 成田ハンガーにおける停電時対策として無停電電源装置（UPS）を増設しました。 

⑧ 情報（サイバー）セキュリティ対策として、2022 年度に受けたセキュリティ専門会社によ 

るアセスメントの結果を基に優先度に応じた中長期的な対策の導入を進めており、PC のセ

キュリティ強化策として、従来のウイルス対策に加え、2023 年 10 月より、PC の不審な挙動

を検知し、通知する仕組みである EDR（Endpoint Detection and Response）を導入し、定

期的なスキャンを設定しています。2024 年 4 月には、当社データセンターで使用する外部

インターネット回線に DDoS 対策を導入し、2024 年 11 月より、データセンター内にあるサ

ーバーデータの 2 次バックアップとして LTO 装置によるバックアップデータ（LTO テープ）

を定期的に取得し、別場所に保管するランサムウェア対策も導入しております。2024 年度

より、当社独自での全社員向け標的型メール訓練（年 4 回）、携帯電話 SMS 標的型メール訓

練（年 1 回）の実施に加えて、E ラーニング（年 2 回）と外部講師を招いてのサイバーセキ

ュリティ講演を実施（年 2 回）しており、社員のサイバーセキュリティ意識向上と維持を図

っています。 

 

 



 

13 

 

（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

    

「取締役会規程」に基づき、原則毎月 1 回の定期取締役会、毎週 1 回の定期常務会を開催し

ているほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催し

ました。当期は定時取締役会 12 回、臨時取締役会 10 回、定時常務会 48 回開催しました。 

      

（４）当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

 

① 昨年度に引き続き、9 月を「コンプライアンス月間」と位置づけ、「NCA グループ行動 

規準」に対する誓約書取得など、NCA 役職員の法令遵守のための啓発活動を集中的に実

施しました。 

② 安全保障輸出管理規程に基づく安全保障輸出管理監査を１回、保税業務に関する法令遵

守規則に基づく特定保税承認制度の監査を 1 回実施しています。 

 

（５） 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

    

① 「内部監査規程」に基づき、内部監査を当期は国内 5 部門、海外 3 拠点、子会社 1 社に

対して実施し、当社グループ全体の内部統制の強化に努めました。 

② 今年度の内部通報窓口への相談は 9 件でした。 

③ 2019 年 9 月から 2022 年 12 月の間に行った「内部統制強化活動」にて実施することと

した施策を含む内部統制強化の取り組みを、取締役会における取締役の職務執行状況報

告の中で、主管する取締役から定期的に報告しました。 

 

（６） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

    

「契約書署名・押印チェックリスト」を用いて、取引する会社が反社会的勢力との係わり

がないことを確認しました。 

 

（７）監査役の職務の実行性を確保するための体制 

 

監査役は、取締役会、常務会等の重要会議への出席や、事業所等の監査、代表取締役との

意見交換会等を実施しました。また、監査役間の連絡会、会計監査人、内部監査部門との連 

携等により、監査の実効性を高めるよう努めました。 

また、使用人が監査役監査の補佐、その他監査役が命じる事項を遂行するなど、監査役の

職務を補助する体制を整え、監査役業務が実効的に行われるよう努めました。当該使用人の

人事処遇についても、事前に監査役の同意を得た上で決定するものとし、取締役からの独立

性に留意し、監査役業務が実効的に遂行できる体制を整えました。 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

 本事業報告中の記載金額及び持ち株数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しています。 
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会社役員の他の法人等の業務執行者との重要な兼職の状況については、事業報告 6 ページ  

から 7 ページに記載の通りです。  

 

以 上 
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